
は じ め に

本県の消防防災行政は、昭和２３年の消防組織法の施行により地域に密着した自治体

消防として発足して以来、７０年近い年月が経過しようとしています。この間、関係各

位の努力により、各種の火災、災害等に対応し地域社会の安全を確保するため、組織、

施設及び装備の充実が図られてきたところです。

近年における国内の災害状況を見ると、平成２６年９月の御嶽山噴火や平成２７年９

月の関東・東北豪雨により甚大な被害が発生しており、本県においても、平成２６年２

月の記録的な大雪により、死傷者や家屋の損壊等が発生するなど大きな被害を被りまし

た。また、国外における地震災害への消防隊派遣や、北朝鮮による核実験及びミサイル

発射への対応、新型感染症に対する備えなど、消防防災行政に求められるものは多様化

しており、その責務はますます重大なものとなってきています。

本県では、危機管理室及び消防保安課の二課室体制の下、県内常備消防や関係機関等

との緊密な連携を図りながら、複雑・多様化する諸課題に迅速・的確に対応し、県民の

皆様の安全・安心な暮らしの確保に努めています。

平成２６年度消防防災年報は、本県の消防防災体制や、火災を始めとする災害の実態

及び各種防災行政の現況等を掲載したものであり、県民をはじめ多くの方々の消防・防

災・保安に対する理解の一助となれば幸いです。
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